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教師教育研究 W，2

近代教育の理念に関する二つの省察

～南原繁とカントにおける人格と公共性～

柳沢 昌一

 18世紀以後、公教育のあり方はそこで学ぶ共同社会の成員、そしてその共同社会そのも

のの行方を根本において規定し続けている。その公教育が実際にどのように働くかは、教

師の実践に拠り、教師教育はそれに深く関わる。教師教育の改革は、したがって、教師の

実践を通じて、公教育、ひいては私たちの共同社会とその成員の行方に作用していくこと

になる。そうした連関に視界に入れるとき、大学における教師教育の改革を進めるにあた

って、どのような途を選択すべきなのか、それが教育の理念と歴史と未来への展望に照ら

して選ぶべき・方向たり得るのか、改めて探究し直すことが求められることになる。

 1990年代なかばから、教育学部の存続もふくめて教師教育のあり方への問い直しが迫ら

れるなかで、福井大学においても教師教育改革の模索が続けられてきた。一方で、学校と

の協働研究を実際に進め、また教師教育と実践研究に関わる動向の検討と事例研究を重ね

ながら、もう一方で改革の方向性と共有すべき理念をめぐる歴史的な問いを進める必要に

迫られることになる。戦後教育改革の行程とその理念、近代日本の公教育と立憲制の形成

とそこで求められたr学問」、そして近代という未完のプロジェクトの起点にあるカントの

構想。必要に迫られての検討は、体系的表現に彫琢する余裕も乏しく、いくつかの断章に

止まっているが、福井大学における教師教育改革における判断と構想の拠り所として働い

たこともまた事実である。教育の理念に関わる二つの省察を、福井大学の教師教育研究・

教師教育改革の現在を伝えるこの年報に収めるのは、そうした理由からである。

 第一の省察は、戦後教育改革期においてその中枢を担った南原繁の学的な理念に関わっ

ている。戦後の改革に果たした南原繁の役割については、ようやく再評価の動きもはじま

っているが、カント主義という南原の学の中軸が壁となってその核心のに迫る検討は進ん

では来ていない。南原における教育改革の理念、その理想の根本にあるカントとフィヒテ

に関わる研究、そこでの「人格」概念の検討に焦点が置かれている。それは、教育基本法
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の中心に据えられ、「改正」の後もまた動くことなく位置づけられ続けている。

 第二の小論は、カント自身の構想の分析に当てられている。r啓蒙とは何か」という小さ

な＝文章は、「永久平和論」と並んで、というより連動して、9．1I以後、そしてその後の破局

をも含めて、私たちの時代の現在と将来を考える上でももっとも確かな羅針盤、共有のヴ

ィジョンとしての力を失っていない。補足）

（補足）

 本来な1らはこの二つの省察の間に、福澤諭吉におけるr学問」・r文明」そして立憲制に

関わる省察が挿入されるべきであるが、それは口頭での報告のメモのままに止まっている。

paれ1南原繁における自己立法者としての「人格」概念

    戦後教育改革における「教育の理念」に関わる省察のために

1．南原繁と戦後教育改革

 1945年9月1日付けの「大学新聞」に南原繁は「戦後に於ける大学の使命」1と題する一文を

寄せている。「二千六百余年，光輝ある日本」（。。。）と言う冒頭部の語句にも顕れているように，

それは未だ戦時下の「公的」表現の枠内で語られてはいるが，しかしそこには既に戦後改革への

南原の基本的な構えが明確に示されている。「日本民族というが如き特定の民族を越ゆる

『世界精神』的理性」（。軌「新に画然と学的基礎の上に据えられた世界観の樹立」（酬「普遍的

な正義と平和の国際秩序の樹立」（酬がその柱である。その実現はr自己自身を断えず内面的

に向上し純化する人間として，自らを形成する」という意味での「教養」に基礎づけられねば

ならず酬，そのためにr我が国の文教は大学より国民学校に至るまで一大改革を為す必要が

ある」と南原は述べている（酬。改革にあたっては「須らく公明正大にして，対者の顔色を窺ぶ

ことなく，自主・自律，自ら為すべきを為すこと」（。。2）を要し，それは「世界の理性と良心に基づく

公正なる世論と組織」に向かって行われる（。。ヨ）。改革の普遍性と主体性の要請は次のようにも

表現される。「若し戦勝国にして謂はゆる強大国の利己的立場からこの問題が決定せらるる

ならば，再びその瓦解は火を見るよりも明らかであり，その恐るべき結果はやがて彼ら自身

の頭上に川へられるであらう。我等戦敗国は，捉はれざる公正の立場に於て，これらの問題に

ついて発言し，主張する義務と権利を保有しなければならぬ」｛。。。｝。

 同じ45年9月行の新しい序2を付して，戦時下に刊行された南原の主著『国家と宗教』3が

再刊されている。その中心に置かれたカント論において，南原は「自由の主体」としての「人

間其者（M。皿。舳。i．）」（人間性エ「人格（p。。。。mli伽）」｛1。。），そうした諸主体による法的秩序としての「純粋

共和政」（1・・Lそして国家相互の主権の尊重に立つr世界秩序」（1。。．1。。〕を理念として析出してい

る。新しい序において南原はその「根底をなせる著者の立場は今に至っても益々強められこ
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そすれ，毫も変更せられていない」と述べているが，戦中と戦後を貫いて南原の研究と公的

発言はこの理念を礎として展開されていく4。そして，これらの諸理念は南原が深く関わった

戦後教育改革の理念に連なる。

 1946年1月，南原は教育使節団訪日に際し組織された日本側教育家委員会に加わり委員

長として「日本側の教育改革案」5をまとめ，使節団長ストッダードらに提起する6。そこでは

教育のr主調」として第一にr人問性」が挙げられ，また六三制による新しい学制への企図が

提起されている。以後南原は教育基本法，六三制をはじめ教育制度全般の改革の方針を打ち

出した教育刷新委員会とその後の教育刷新審議会において中心的役割を担い続ける㍗49年

ワシントンで開催された戦後教育改革に関するシンポジウムにおいては「日本における教

育改革の理想」と題する報告8を行い，また50年には4年間の委員会の報告書gを委員長とし

て編集執筆している。56年の「教育二法」に対する十大学学長の反対声明mや家永教科書裁

判での証言11においても南原は一貫して戦後教育改革の理念を語り，その主体性と普遍性を

当事者として主張し続けてきた12。南原が戦後教育改革の中心的な，そして確固たる理念を

持った当事者であったことは疑いない。しかし改革を担った南原の実践の根底にあるr理

念」とその「学的基礎」については戦後教育改革に関わる膨大な研究の中でも深く問われる

ことはなかった。そのことはこれらの研究において改革のr主体」のr不在」が指摘され続け

てきたこと，言い換えるなら主体の所在を見失ってきたことと無関係ではない13。教育基本

法改正が日程に上って来ている状況においてこそ，より深く戦後教育改革の企図とその理

念を問うことが必要となろう。戦時下における南原の哲学，その機軸をなすカント主義の構

成をたどり，戦後の南原の発言と行動の基盤，r学的基礎」を考察するこの小論はそうした歴

史的省察の一環である。

2．学的な行程

 南原繁は憲法発布の年（1899）に香川県大川郡相生村に生まれている14。高等小学校・大川郡

教員養成所を経て，日露戦争の時期に中学生活を送っている。1907年に第一高等学校に進ん

だ後南原は心理；社会的な危齢5に直面する。急速な近代化の中で旧秩序の解体が進む一方，

新しい秩序も未熟さを免れない状況のもとで，アイデンティティの拠り所をめぐる問いが

「新しい世代」を捉え続ける1㌔南原は回想の中でそれを「私の『煩悶時代』」17と表現してい

る。高校・大学（東京帝国大学法科大学）時代の新渡戸稲造・内村鑑三・小野塚喜平次との出会い

とそこでの選択がその後の南原を方向づける。とりわけ内村の無教会基督教は生涯の宗教

的な拠り所とな：る18。卒業後南原は内務省に入り富山県射水郡長時代には都立の「農業公民

学校」を立案・実現19し，その後内務省で「労働組合法」草案の作成に携わる。1921年，31歳の

時東京帝国大学に戻り，その後ヨーロッパに渡ってベルリンでカントに取り組む2、南原の

学的起点となり機軸となる論文「カントに於ける国際秩序の理念」（1927）21はこの時期の研究

に基づいている。
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 30年代の南原の研究は，国家主義の台頭の中で偶像化されつつあったフィヒテの哲学の

批判的検討2㍉そして新へ一ゲル主義からナチズムに収鰍していく同時代のドイツの政治哲

学の潮流についての批判的な追跡に当てられている。これらの諸研究を踏まえ，1942年南原

は戦前における唯一の著書r国家と宗教』を纏める。ファジズムヘの学的低抗線を引くこ

の著作の後，44年末小野塚の死に接し南原は状況への直接的な働きかけに動き出す。45年，

東京大空襲の3月，法学部長となった南原は，高木八尺・田中耕太郎ら学部の同僚とともに終

戦のための説得工作23を進める。戦後｛年12月に総長に就任した後，南原は学内に憲法と

教育をはじめとする5つの研究委員会を発足させる24。教育改革については当事者として関

与するとともに，「演述」という形で，時々の状況の中で，戦後改革，精神の「革命」を呼びかける

公的発言を重ねていく25。冒頭の45年9月の一文はその起点となるが，一連の発言は常に自

身の戦時下における学的な研究とそこから導かれた理念に基づいている。1952年に公務を

退き，57年に病に倒れてから後，南原は再び研究に専念しフィヒテと政治理論史に関わる著

書を纏めているが，最晩年の『政治哲学序説』に至るまで，ファシズムに抗して展開された初

期の研究，『国家と宗教』において提起された基本的構成は揺らぐことはなかった26。

 南原の思想は補い合い対立する三つの軸から成る。宗教と内面の価値に関わる内村鑑三

の無教会基督教，学的方法と法的秩序の理念に関わるカント，そして実質的な社会組織と実

践をめぐるフィヒテ研究である。南原の思想の総体を問うためには個々の柱立てとその輻

嬢についての解明が必要となるが，本稿での分析の中心はカントの軸に置く。戦後教育改革

に繋がる諸理念がいずれも南原の学的起点となるカント論文で主題的に検討されているこ

とがその理由である。南原に師事した丸山真男や福田歓一らの南原論27においても，ようや

く進みつつある南原に関する政治思想史的な研究2Bにおいても，南原の政治学の主柱をなす

カント主義は正面から問われてはいない。南原研究にとって彼のカント研究の再考は避け

て通れない課題である。それはまた，戦後教育改革の研究にとっても，改革の理念，その見失わ

れたバックボーン29への問いに繋がる。本稿ではカント論を中心に南原の戦中と戦後の間

における学的企図を検討していく。42年の主著『国家と宗教』の構成に沿ってまず同時代

の神話的な国家主義，r神聖政治」への南原の批判の論理を辿った上で，カント論へと問いを

進めていくこととしたい。

3．神聖政治批判の諭理

 20年代末から40年代にかけて，南原は，国家主義が台頭し最終戦に傾斜していく状況の中

で，新へ一ゲル主義，国家共同体の復興を企図する諸思潮をめぐる批判的な追跡を続けてい

る。『国家と宗教』の1・2章，そして4章はそうした一連の論文を踏まえている30．

 1章「プラトン復興」の前半部において，南原はSa1inらの著作31を踏まえ，同時代のドイツ

において台頭しつつあった神話的国家の論理を跡づけている。それらの国家論の前提には

当時の大衆民主主義的状況への批判がある。「支配的指導者のあいだにおける醜い党派心と
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極まりない所有欲」，r一般民衆」のr自由の乱用」とr利己的欲求」，r民主政治の退廃と国家の

破滅」が時代の病理とされ，それらは「全体からの個の分離」「功利的人生観と機械的な国家

および社会観」に起因するとし，その克服のために「真に国民を結合する全体的共同体」，神話

的国家共同体のr復興」が求められる。プラトンの時代のrギリシャ」と20世紀初頭のドイツ

の状況を重ねプラトン復興をめざすその企図はrふたたび本源の統一と全体生活を取り戻

し，民族本来の精神に立ち帰ろうとする」運動でありナチズムに連なっていく。それはまた，

同時代の日本の社会状況，「國骨豊明徴」運動に至る心情・論理とも重なる。

 プラトンにおいて国家は宇宙と人間を媒介する中心であり，人は「国家を通し，国家に於で

のみ」神・宇宙と交わり，r初めて人間たり得る」（11）。その国家を導くのはr一人の哲人王」であ

り，「彼は神々の精神に従って全体を創り成し，国家と人間とをその本質に従って正しく美し

く形成し，育成するように支配しなければなら」ない（1．kそこでの「正義」は「抽象的なる形式

ではなくして，r生の感情』であり，論理的概念ではなくして，結局『国民の信仰』」である（15）。

それは「祭儀と政事，精神と力が一つに結合された国家」であり，「国家の中に生き，その神的

国王に服従するといふことは，取りも直さず神の本質に与り，神々とともに生きるというこ

と」である。それは「道徳のみならず，普く宗教と政治との総合としての，最も包括的な全体生

活の結合を意図」（16｝するものとなる。

 そのようにプラトン復興の論理と国家観を辿った上で，南原はその批判へと論を進める。

論点の一つはそこに歴然としているアナクロニズムである。その国家観はr未だ人々が美の

園の真簾の樫に神々と共に無邪気に生き得た時代のこと」であり，r前科学的なる，学問構成

のための原体験に属する世界」である。神話的な世界は「人類の文化的努力と政治的社会建

設の努力の行程に於て，苦々が其処に憩ひを見出し，そこから断えず新な生命と力とを供給

せられる場所ではあるにしても，苦々の努力の標的として人類の到達すべき永遠の住家で

はあり得ない」（22）。それを「復興」しようとする思想と運動の「保守的・反動的志向は覆うべ

くもない」（24）と南原は断じている。批判の二点目は民主主義と関わる。その国家ではr一方に

は支配する少数者の神秘的直感があり，他方に一般国民の之に対する尊奉があるのみ」（・・）で

あり「人々は自己自ら知り，欲することではなくして，支配者の定めた信条に対する絶対の服

従が要求せられるのみ」〔25〕である。またそこではr人間の自由は国家共同体の支配原理の前

に消失し」，「唯支配する一人又は少数者の自由があるのみ」（25）である。一連の批判は同時に南

原の価値判断の機軸を明示してもいる。

 r国家と宗教』の2章（rキリスト教のr神の国』とプラトンの理想国家」）では古代rギリシヤ」から近

現代に至る国家と宗教との関連，その転換を歴史的に僻回敢し，そこにおける神聖政治の論理

を批判する構成がとられる。冒頭のプラトンの国家論の検討は1章と重複している。そこ

に見られる「哲人政治」（。1｝・「精神的貴族主義」とその裏側にある人民の「服従」（。帥）という秩

序に南原は原始キリスト教の共同性を対置する。「神と人間の間には神の子キリスト自身の

他には，如何なる哲人・聖王の名に於てなりとは元へ，何等の仲介者をも要せず，又許されな

い」（。。）こと，その意味において神のもとにすべての者が平等であることを強調し，それを「福
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 音的平民主義」と性格づけている（。。）。「その系として本来人間の差別と分離ではなくして，人

 類の本質的統一と神の前に万人平等の思想が新に形成せられる」（傍点原文）口9）という把握に

 は自身の信仰とする無教会基督教の価値観が反映している。

  一方中世のキリスト教に対しては，南原はそれが原始キリスト教から乖離し教会；国家

 を介して再び神聖国家を導くものとなったとする。「凡俗を超越して，特に神の秘密に与る

 哲人又は司祭の特別の階級があり，そのうち最高唯一の者が権威を執り，一般の人々は此の

 カリスマ的権威に服従を要求せられ，又それにて足りること」，それは「一種の精神的貴族主

 義」を意味する（。。〕。そこではr宗教と道徳のみならず，学問と芸術に至るまで，一切の文化が斯

                                  ド ク マ かる絶対的権威のいかに厳格な統制の下に立たしめられたか。それは『教理の支配』を意

 味し，良心の強制な：くしては可能ではない」（州

  中世の教会＝国家的秩序に抗する形で，近代国民国家が形成されていく中で，その正統性

 の問題が理論的な焦点となる。ホッブスからカントに至る社会契約論の展開には触れずに，

 南原はその後に出現した国家哲学に論を進める。「へ一ゲルに在っては，国家は単に精神の

 外郭に止まるものでなく，それ自ら『絶対精神』の原理に従って行動し，教会を侯っまでもな＝

 く，直接に自らその市民の宗教生活に就いて，神の精神に相鷹しく訓育すべき使命を有する」

 ㈹。南原はへ一ゲル哲学において「中世カトリック教会に代って近世国民国家が精神的万能

 を以て現はれた」（。。）としそこでは「最早，古代国家観念とは異り，自由の理念に出発し，その包

 損を主張せるに拘らず，謂はゆる弁証法的綜合の結果生じたところの伸略）国家の『絶対性』

 の故によって，彼以後ドイツを中心として結成せられた国家万能の主張と反動思想に対し

 て，彼自ら責任がある」（m）としている。

  へ一ゲル以後の国家論に関する部分で南原は，へ一ゲルを唯物論的に転倒させたマルク

 ス主義（1。。九さらにそれに対するr再反動」（1㎝）としての新へ一ゲル主義を批判した上で，r現代

 に流る復古主義政治思想上m。｝について次のように述べている。「殆ど歴史的慣習と固さ法律

 的形式の埼内に閉ち込められてゐた信仰を鼓吹し，又往々，精神的に真の経験と情熱もなく

 して，ただ政治的動機から之を絶叫するのである。その結果として，特定宗教の信条を信奉せ

 ざる者は動もすれば呪はれた異端者，或は反逆者としての刻印を押されなければならぬ」（一㈹。

 批判は近代日本，そして國骨豊明徴以後の政治状況に対しても向けられている32。

  神聖政治思想を僻敵する論述の結論部で南原はその問題の「批判的解決への途」（l03）に言

                          ドグマ 反している。r哲人政治の原理は，最早，唯一の哲人王のr教理』の支配であってはならず」，r万

 人が同じく理性的者として生くる，凡そ人問の社会共同生活に於ける合理的な支配の原理」

 （12。〕が求められる。そして「教理の支配と如何なる形の『権威信仰』とからも解放せられて，

 各人の良心と理性によって理解せられ、要求せられるところの政治的共同生活への発展」（1・・）

 が課題となる。そのためにrプラトンと一般に古代ギリシヤの世界に於て未だ発見せられな

 かった人商人椿と自由の形成が前提」（傍点引用者）として要請され（1。。｝rこれと相侯ち，それとの

 相関関係に於て，共同母豊の価値を立てることが，新に問題となる上I2．1．5）。問いはカントのr純粋

 実践理性の国と其の正義」の問題121）につながる。続く3章でそれは主題的に論じられる。
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4．戦時下の永久平和論一rカントに於ける世界秩序の理念」の構成

3章「カントに於ける世界秩序の理念」は，27年，吉野作造編の『政治学研究』第一巻に収め

られた南原の最初の論文「カントに於ける国際政治の理念」に基づいている。『国家と宗教』

への再録にあたって改題されるとともに，表現の手直しが加えられる33。戦後46年の増補版

では新しい序と田中耕太郎の書評への応答が加えられているが本文は42年版が引き継が

れる。戦後教育改革に繋がる南原の理念と「学的根拠」を探る本稿においては42年版を検討

の中心に据えるが，27年論文のテキスト，そしてそれ以後の版との異同にも留意しつつ南原

のカント理解を跡づけていく34。

 カント論は四つの節から成る。1節「哲学の課題」（1。。〕ではルネサンス以後の思想史を改め

て鳥瞭した上でカントの理論を定位し，続く2節「国際政治の倫理的基盤」ではカントの道徳

と法に関わる論理構成を確認しその必然的な帰結として永久平和論を位置づける。3節に

おいては国際秩序の組織，4節では「啓蒙」と「平和」の歴史的な過程をめぐるカントの考想，

歴史展望に問いを進めている。その論脈を辿っていくこととしたい。

1）r哲学の課題」1節において南原は，個人を実体とし共同性を手段視する捉え方に対す

る批判から論を起こす。「人問が自己に喚び覚まされるためには，伝統的精神と外的習律か

ら先ず理性が自由になることを要する」（131）として啓蒙主義的な人間主義・個人主義の意味

を確認した上で，しかしそれは新しい秩序の「積極的構成」（131九「認識論的根拠」｛131〕を提示し得

ていないとし「啓蒙思潮」が残した課題を引き受ける者としてカントを位置づけている。「彼

の国家・法律論は，（中略〕正に哲学の課題として，カントの全哲学体系における思惟発展との必

然的関連を有し，これに依って全哲学思想が完結せられる」（13g〕と南原はとらえている。

 国家と法に関わるカントの論稿については，カント研究においても，また政治思想史研究

においても，周辺的・挿話的な位置付けが支配的だった。『判断力批判』を政治思想史に引き

入れたハンナ・アレントも，カントの啓蒙の理念を公共性の歴史的な考察の要にすえたハー

バーマスもまた，そうした基本的な位置づけを覆そうとはしていない3㌔しかし『正義論』

（1971）とそれに続く諸論稿において，ロールズはカントの道徳哲学を立論の軸とするととも

に，それがカントの「思想の全体像」に関わる機軸であるという認識を提示している36。現代

の政治哲学・民主主義諭に大きな影響を与えたロールズの提起によって，政治哲学・政治思

想史におけるカントの位置付けにも転換がもたらされ，カントの政治哲学研究が改めて進

みつつある37。道徳論から国家論，そして永久平和論へのカントの学的な企図の展開を’貢

した構成として把握し，政治哲学の機軸に据える南原の研究は同時代のカッシーラーの企

図38とともにそうしたカント把握を先駆的に提示している。

2）「世界秩序の道徳的及び宗教的基礎」

2節において南原はまず『人倫の形而上学の基礎づけ』（wヨ畠。仙39における道徳律（道徳法
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 m。。。1i。。h。。G。。犯。i耐1i．h。。G。。。1州・。。）40をめぐるカントの三つの格率41を考察する。（一）「汝の意志の

 格率が同時に普遍的立法の原理として妥当し得るように行為せよ」（141，W421），（二）「汝並びに他

 の各々の人における人間其者を常に同時に目的として使用し，決して単に手段として使用

 せざるやう行動せよ」（1州429），（三）r只可能なる目的の国の一般的立法者たる成員の確率に従

 うて行動せよ」（145，W434）。これらの格率，そしてカントの道徳論についての解釈と評価は錯綜

 している。一方でカントのr意志の自律」をr絶対的自発性」ととらえ，その「孤立性」とr抽象

 性」を批判するものへ一ゲル以来の批判もあれば，他方それをr道徳法則」への自発的服従に

 帰着するものと批判する論者も多い。前者について言えば、それは（二）の相互主体性への要

 請，そして（一）（三）における普遍的立法への視点を看過し，「意志の自律」を単独者の意志と誤認

 している。後者では，法をすでに与えられたものとして前提にし，もっぱらその法に従うか背

 くかという状況を想定するものとなっている。その限りではカントは法秩序の損なう個別

 的選択を肯定しておらず，カントの自由とは与えられた法への自発的服従を要求するもの

 にすぎないという批判に行き着く。『法論』における「低抗権」否認（伽洲。｝の問題42もこのこ

 とと関わる。

  しかし，カントは主体を他の主体との相互性においてとらえ，またあるべき法とその秩序

 を，予め与えられた神聖なものとしてではなく，自由一意志の自律に基づいて人々が自ら立法

 岬1）しあるいは公論を通して批判的に再構成すべきものとして把握する43。三つの格率は，

 その人々の相互主体的な立法の妥当性を確保するための判断基準として提起されている。

 自らの立てる法が，個別的な利害や要求に左右されることなく普遍的な妥当性を持つよう

 に立法することが求められ（一），その内実においては他の人々を手段としてではなく，同じ立

 法者の一人（主体）として，目的としてとらえるべきである（二此つまりは第三の格率で示され

 るように，めざすべき（一人一人の構成員が同時に共同の立法者である）r目的の国」の共同の立法者の一

 人として判断することが要請される。カントが繰り返し強調しているように自らが同意し

 ていない法に拘束されることはない（W伽，W．1州。。。他）が，自ら立法者の一人である法には（当然の

 ことながら）服する義務を持ち，専断によってこれを変え得るような独裁君主的な権能は誰も

 が持ちえない。カントの道徳論は，予め国民自身による相互主体的な立法とそれに基づく国

 家秩序＝「共和国」への企図，民主主義への企図を前提とし，そこに向かう諸個人と共同社会

 における判断の格率，主権者の一人としての自己立法の判断の格率として提起される。44

  南原は三つの格率を確認し（1．1．1。。Lカントの道徳論が往々にして啓蒙主義的な個人主義の

 一つの典型のようにとらえることに対し，カントの自由概念・自律概念はいわゆるアトム的

 な個人とその集合を前提とした枠組みとは前提において異なっていることを強調する。「人

 間は多数個人の共存を前提とし，かかる道徳法則の形式は人と人との交互関係を予想する」

 （1。。）のであり，それは自由の格率であると同時に「社会共同団体の倫理」（1。。〕でもある。またカ

 ソトにおいて自由は自然や伝統の傾向性への依存（「他律」）に対立する自己決定・「自己立

 法」（「意志の自律」）ととらえられていることにも南原は注意を促している（1舳㌔

  道徳諭を検討した上で，南原の叙述は「道徳の国」を超えて原始キリスト教的な「神の国」
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の論理を導入（1州。）し，次に「法律の国」・国家論へと問いを進める。「法律の国」においても「道

徳の国」と同様「各人は普遍的法則の服従者として臣民たると同時に，自ら普遍的法則の立

法者」（1．g）であり，それは「法律における意志の自律の問題であって，之れに国家的秩序の基礎

が置かれる」（1．g｝と南原は述べている。「各人の自由は国家の概念と不可分なる先天的原理で

あって，自由は国家の客観的根拠として初めて可能であり，普遍的法律に依りて個人相互の

自由と平等の関係は成立する」（150〕のであり，それは「『人格者は互に常に目的として遇すべく，

単に手段としてのみ遇してはならぬ』ということの道徳の国の原理の応用であって，r人問』

の哲学はまたr人道』の哲学を意味する」（1．o〕。

 カントにおいて道徳律をめぐる相互人格性・相互主体性の構成が，同時に国家に於ける法

秩序の構成であることを確認した上で，南原は同じ構成を，国家と国家との関係，国家間の秩

序にも援用する。「世界に於ける国家相互の関係に於ての倫理的当為は，国家がそれ自身統

一的人格として自他の国家を常に同時に目的として遇し，単に手段として使用してはなら

ぬということである」（15・）。南原はここで，そうした論理と背馳する戦争という現実に言及す

る。戦争は「自然状態に於ての哀れむべき緊急避難」として「許容されたる権利」であるとい

うカントの把握を引きつつも南原は次のように述べる。rそれにも拘らず吾人の裡なる実践

理性は要求して日ふ，『戦争あるべからず』と。これ拒否すべからざる理性の『ヴィトー』

である。何となれば戦争は人格としての個人及び国家相互の倫理的命法と相容れないから

である」（155）。こうして，南原は「カントの政治理論は道徳学説との関連に於ては『自由』即ち

r人格』の観念に根拠して，一には国家に於ける個人の自由の理説であり，二には国際に於け

る国民の自由の問題であったと云ふことが出来る」（156）という把握を提示する。

 南原の把握は，カントの道徳論における自己立法と相互主体性を軸とする立論が国家の

法と国際秩序を貫く構造を持つことを鮮明に析出するものであるが，カントの構成とのズ

レもそこには存在している。カントは道徳的な判断を論ずるに当たって，それを「自己立法」

（胸1〕という概念で法との関連で捉えることによって，道徳律を予め法との関わりで把握す

る戦略を採っている45。それは道徳の論理を法に応用する行き方とは異なる。また南原の用

いる三つの国の区別もそこには存在しない。カントのr目的の国」とは諸個人が共同の立法

者の一人として判断し共同して法を形成する国である（舳｝。「目的の国」の根拠についても

「神の国」を介した説明をカントはしていない。批判的な公共圏の拡大とその組織化，競争的

敵対的な相互交渉とその帰結を通して重ねられる自己省察の深化にカントは希望を託して

いる。46

3）世界秩序の組織原理

 2節における個人一国家一国際秩序の把握を前提に，南原は3節において国際組織のあり方

に問いを進める。南原の論述は『永久平和論』におけるカントの「諸国家の自由なる連合組

織」（1．3，W。。。｝の提起を当時の時代状況に制約されたものとして限定づけ，それを離れて国際秩

序の組織の問題へと進む。「連合組織」への不満はカントの永久平和論を重要な理念的支柱
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として第一次世界大戦後に成立した国際連盟の経験，その現実に根ざしている。ゆるやかな

連合を超えて，世界的な＝法秩序の形成とそれに基づく国家間秩序を，南原はめざすべき理想

として提示する（18ぴ1書I）。3節の最後で，南原はカントに於ける自由と国家秩序と国際秩序をめ

ぐる連関を次のようにまとめて締め括っている。rカントの国家論に於ける核心」がr議会制

と権力分立の形態を通して謂ばば純粋立憲政の清新たる人間の自由の確立と国家的秩序の

基礎づけに存」する（I。。）のと同様に「国際の政治論における意義は，諸国家共和の結合組織に

於て各国民の自由の保障と国際の客観的政治秩序の樹立の要請に在」しrそれに依って，諸

国民が自然状態に代へて法的秩序の内に存し，普く世界の公民と見傲され得る限りに於て，

普遍的なる世界公民的秩序が要請」される｛！8g）。相互主体性の理念による自由と民主主義と

国際秩序の論理がここでも確認される。そしてその実現の歴史的展望に関わって4節では

再びカントの歴史哲学のテキストに立ち返って考察を進める。

 4）「歴史の理念」

  「永久平和の理念は，人類歴史に於いて実現性を有しないか」．岬という問いに関わって南原

 は，カントに沿って三つのアプローチを確認していく。一つはカントの晩年の諸論において

 展開されている人類の形成史の把握であり，敵対関係・競争関係の展開が新しい共同関係を

 促す状況を導くことが強調される。二つ目は，2節3節で検討された道徳性と法一国家秩序を

 めぐる考察の帰結としての世界秩序への要請である。「自由なる人格者」，そうした諸主体に

 よる共同の自己立法の秩序としての諸国家は，r自由の法則に従って結合するところの完全

 なる普遍的世界政治秩序の設定と，これに依って最高善たる永久平和の実現」を要請し，そ

 れを「終局目的を定立することに依り，歴史は意味と価値とを獲得する」（1。昌）。

  しかし世界大戦という圧倒的な現実の中での問いの焦点は，その理念の歴史的現実性，あ

 るいは現実に対する意味に向けられる。南原は最晩年のカントがフランス革命に自由の公

 的秩序への人類史展開の兆候を認めた条（㎜鵬）に触れ，さらにまた国際連盟をめぐる南原の時

 代の経験をも重ねつつ，次のような歴史的な眺望をカントと共有する。

  古代より現代に至る人類歴史を通して，諸国民が良き公民的社会組織の建設に向って如何に努力

  し来ったか，一復苓毛れ赤崖々崩睦しろろも，法お残存する啓蒙の因子に拠って堪えナ癌焼せられ

  乗ら左か，又，各時代の哲学者は人類の此の努力に対して理想を指示し原理を定立するために思索

  と論構を重ね来ったかを知るであらう。以て，カントの意味する純粋立憲鼓あ由豪47と共と世界あ

  善痘南政治族序あ創妻ぽ産吏あ理念，歴史哲学の終局目的であり，人類に課せられたる永遠の理性

  的課題である」（201皿）

  それはカント的概念における「理念」として，「経験的歴史の過程に於ては実現し能わざる

 底のものであ」り，「構成的原理でなくして，規制的概念」ではあるが，「併し，斯かる理念を要請

 し，思惟の対象とすることは哲学者の権利であり，現実の政治秩序及び可見の教団組織をし

 て，それに向かって徐々に近接せしめんと努力することは人類の道徳的義務である」（卿と南

 原はカントに沿って補っている。
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テキストを取り巻く歴史的現実に目を向け直すならば，それは明らかに1942年，「高射砲

のみだれうつ音底ひびく」48状況の下における南原の歴史認識と自己認識であり，状況への

発言である。現状はr屡々」のr崩壊」の一つ，巨大な一つの渦中にあり，だからこそその中にお

いて来るべき自由な「公民的社会組織の建設」への「努力」のための「思索と論構」を重ね，公

にすることは「哲学者」の「権利」であり「義務」である。南原の『国家と宗教』自体を，巨大な

r崩壊」の中での批判哲学，そして来るべきr建設」のためのr論構」ととらえなければならな

い。

 南原のカント論は，最後に，2章で展開した政治思想史の眺望に立ち返り，カントの占める

位置を再確認して締め揺られるが，この42年版のカント論の結びに，南原は27年のテキスト

にはない段落を新たに加えている。「歴史的現実の世界」において「国家が民族の共同体とし

て其の倫理的目的が問はれる場合には，必ずや正義の価値原理が立てられなければならず」，

それはrひとり特殊の民族・特殊の国家のみでなく，超民族的・超国家的，随って普く人類世

界に妥当する規範でなければなら」ない。そして南原は次のように続ける。

 「此の意味に於て，カントに即して苦々が演繹した如き，「正義」とそれに相応しき人類の「福祉」の総

 合としての「永久平和」の理念は，恐らく将来癒む土と在ま由蔭あ穀争とも歯もらナ，毛れを癌えセ，

 春，毛あ貞中と於そも，必ずや諸国民の協同して，これが達成のために不断の努力を傾注すべき政治

 上の「最高善」でなければならぬ。」（212）

 42年，大戦の「只中に於て」，それに抗してr諸国民の協同」によるr永久平和」をめざすべき

ことを宣するこの言葉は，冒頭に引用した1945年夏の言葉に直接繋がっている。

5．もう一つのカント主義知のA。。肘。㎞。・ik

 南原はその政治思想史の研究において，まずテキストを論脈に即して跡づけ，その上で項

を改めて「批判」を加えることを常としている。南原のカント論の跡づけを閉じるにあたっ

て，その死角についても指摘しておかなくてはならない。

 無教会基督教の理念を一方の軸として，r最高善」へと問いを急ぐ南原のカント論の目的

論的構成は，『純粋理性批判』から周到な準備を重ねて神学・法学の学的根拠を堀崩し，形而

上学的な独断と懐疑を批判してあくまで「単なる理性の限界内」の学の立場を超えることな

く，神学．法学的な教義が占有してきた領域に問いを進めていくカントのアプローチとは異

なっている。その目的論的構成によっては，カントの批判の基盤である認識の方法とプロセ

スの批判と再構成への問い，知の建築術（Amhi屹kt。皿ik，・…）への志向はいわば死角の位置に置か

れることになる。南原において神の国への個々人の信によって基礎付けられる理念は，カン

                    パプリックトにおいては，ハーバーマスが析出したように，公的な意見表明・コミュニケーションの拡

大とそこでの相互批判とr自己啓蒙」（W州の展開に基礎付けられる4㌔カントが三つの批判の

中でそれぞれ批判的な＝知のための学習方法論・その建築術に関する章を置いていること｛皿

棚秘VI舳1，V胴。。），純粋理性批判を準備している時期に汎愛学舎の教育実践に期待を寄せ支

援していること1η川皿。。則），宗教論1。。州の発行禁止処分に抗して見解の公的表明の重要性
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を主張したこと（“政府公認の見解に拠る神学部・法学部に抗して批判を旨とする哲学部を

首座とする大学論を提起していること1。。。（m．11。）は，いずれもそうしたカントのアプローチを

題している。批判的公共性とそこにおける討論過程・相互的な学習過程を通して進められ

る自己啓蒙への問いは，批判的公共圏によって基礎づけられた法による秩序＝共和国，そし

てそうした共和国から成る国際秩序としての永久平和への問いの基底として一貫して追究

されている。学習プロセスの改革，知の再構築と関わるカントの企図は，フィヒテ，そしてヘル

バルトに引き継がれる。『独逸国民に告ぐ』やベルリン大学の構想をめぐる提案の中で，フ

ィヒテは哲学部，そしてゼミナールを中心とした大学改革とともに自己活動を中心とした

新教育の創出，ペスタロッチの実践に学ぶ新しい国民教育制度とそのための教師教育の必

要性を訴えている50。その提起はプロイセンの教育改革を導き，それを追って進められる諸

国の改革に大きな影響を与えていく。実現した国民教育制度は芙富籔青が不可避となる

状況もあり，より古い近世的な学校モデルに囚われ，また官僚制的な秩序にも否応なく組み

込まれて歪みを拡大し続けるが，そうした制度の現実を批判して展開される20世紀初頭の

新教育運動は（デrイに代表されるように）自由と自己活動への企図を子どもたちの学習活動の

中で具体化していく方向において引き継いでいる。南原のカント研究においては，カント，

そしてフィヒテのもう一つの側面，認識過程，学習プロセスの再構築に関わる提起は汲み取

られることはなかった。戦前の日本の教育実践の中でも培われつつあった自己活動と探究

への取り組み51や戦後教育改革の中で出会うプラグマティズムとデューイがこうした側面

を実践的に引き継いだもう一つのカント主義の実践的な潮流であること2に南原は（南原のみ

ではなかったけれども）気づくことはなかった53。

 6．結びにかえて戦後の省察とrカント的な希望」

  20世紀前半の全体主義の台頭に抗して展開された南原の神聖政治批判，そして自由と共

 和国と永久平和を貫く論理と理念の構成を跡づけてきた。限界や死角があったとしても，そ

 の理念と歴史展望が敗戦・占領という現実の中で主体的な教育改革の実現をめざした南原

 の企図の基盤に存在し，そこでの行動と発言を支えていたことは疑いない。戦後教育改革の

 輻榛する行程を，そうした理念と企図の側からも捉え返していくことが必要となろう。

  2I世紀初頭の私たちの時代に立ち返るなら，2002年9月11日以後私たちは再び神の名の

 元での戦争と政治の世界的な規模での台頭を目の当たりにしている。国内においても教育

 基本法の改廃が，その理念，その基盤にある戦後の省察への問いを欠いたままに進みかねな

 い状況に直面している。 しかし同時にこうした状況に抗して，歴史への省察を呼び覚ます

 声も確かに聞こえてくる。イラン戦争をめぐってヨーロッパ各国の選択が大きく分かれる

 中で，ハーバーマスとデリダは共同で発言している。「われわれの戦後復興」と題するこの論

 説54の最後に，二人は前世紀の大戦を通してヨーロッパが「学び得た」こと，その意味にっい

 て語っている。敗戦とその省察を通して初めて「ヨーロッパ中心主義からの離脱」が可能と

 なり，「世界規模の内政へのカント的な希望（die kantische Ho肝nung）」に力が与えられたこと，
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それが現在の世界に持っ意味についてである。日本における敗戦を通しての省察，そして教

育改革を支えたrカント的な希望」をより深く問い進めることは私たちの課題である。

part2 自己教育・成人性・批判的公共性55

            「啓蒙とは何か」をめぐる考察

 1965年のフランクフルト大学における就任講義の中でハーバーマスは「成人性のみが、

われわれが哲学的伝統の精神にそって掲げることのできる唯一の理念である」56と述べて

いる。哲学史の文脈の中で成人性M血。digk．itとはカントが1784年のテキスト57で定位した理

念を意味する。それはハーバーマスの理論展開の鍵となる「批判的公共性」58の概念の起

点であり、「近代のプロジェクト」59を方向づけるものでもある60。

 このテキストをめぐって1983年、フーコーはハーバーマスに討論を呼びかけている61。

直接の討論は実現しなかったが、フーコーは死の直前に、このテキストをめぐる複数の考

察を残しハーバーマスもそれに呼応している62。ハーバーマスを驚かせたように、フーコ

ーはその考察の中でカントの企図とそれを偶像化するものとを明確に切断し、企図の側に

立ってカントの論脈を跡づけている。フーコーはこのテキストr啓蒙とは何か」の中にフ

ランクフルト学派、そして彼自身につながるアクチェアリティーの哲学を見出している63。

 「啓蒙とは何か」はまた、自己教育概念を介して戦後杜会教育の理念と結びついている。

社会教育法の成立過程において社会教育は「国民の自己教育」64であるとされて以来、自

己教育概念は社会教育の理念に関わる問いの中心を占めることになる。寺中作雄以来、多

くの論者がそれぞれの立場から社会教育における「自己教育」論65を展開し、70年代には

それらの諸論の跡づけと整理が始まる66。そして自己教育概念の歴史的な究明が、大槻宏

樹編『自己教育論の系譜と構造』，社会教育基礎理論研究会編『自己教育の思想史』研によ

って進められてきた。これらの研究は、近代日本における自己教育概念の最初の展開を大

正デモクラシー期の社会教育論・教育論68に見出しているが、それらはいずれもナトルプ

の『社会的教育学』に依拠している。「成人の自由な自己教育」69という概念がカントの「啓

蒙とは何か」、その成人性と「自己啓蒙」の概念に由来することは新カント派の論脈におい

ては自明の前提に属する。自己教育概念の歴史的な省察にとってこのテキストの検討を避

けて通ることはできない。

 カントの年譜の中で1784年は『純粋理性批判』（1781）から『判断力批判』（17go）に至る

三批判の1O年の半ばに位置する。この時期のカントの啓蒙への構想を問うことは、前提に

ある『批判』の総体を問うことにっながらざるをえない。そしてそれは「近代のプロジェ

クト」への問いに連動する。アカデミー版において十へ一ジに満たないこのテキストを主

題とすることの意味と困難さはそこにある。
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 1783年、フリードリヒの時代の終わる三年前にrベルリン月報』と水曜会の議論70の中

で生じた「啓蒙とは何か」という問いへのカントの応答はほぼ発題の論点刀に沿う形で構

成されている。以下その展開を跡づけていく。

啓蒙の主体

冒頭カントは「啓蒙とは何か」という問いに次のように応えている。

 「啓蒙とは人間が自らに責めのある未成年状態から抜け出ることである。未成年状態とは、他人の指導

がなければ、自分の悟性を使用し得ない状態である。」（V皿33）

 カントは「自分自身の悟性を敢えて使用しようとする決意と勇気」を強調し、指導の枠

組みから自ら超え出ることが啓蒙であるとする。この定義は「啓蒙」という語の通常の用

法を覆すものとな1っている。

 この語は「無知蒙昧な状態を啓発して教え導くこと」（r広辞苑』）という意味で用いられる

が、「啓蒙の世紀」18世紀を象徴する『百科全書』においても「啓蒙」は、そうした教導

の文脈において用いられている。例えば、ディドロの序にはr国民を啓蒙するのは霊感を

受けた天才であり、国民を迷わせるのは狂信者である」72とありまたルソーの『社会契約

論』の「法」に関わる章には次のような条がある。

 「個人は、幸福は分かるが、これをしりぞける。公衆は、幸福を欲するが、これをみとめえない。双方

ともひとしく、導き手が必要なのである。個人については、その意志を理性に一致させるように強制し

なければならない。公衆については、それが欲することを教えてやらなければならない。そうすれば、

公衆を啓蒙した結果、社会体の中での悟性と意志との一致が生まれ、それから、諸部分の正確な協力、

さらに、全体の最大の力という結果が生まれる。この点からこそ、立法者の必要が出てくるのである。」
73

  「天才」や「導き手」「立法者」を主体とし、「国民」・「公衆」を客体するこの教導の構

図は、次の時代以後繰り返し批判されてきた。啓蒙の歴史的再検討を企図したカッシーラ

ーによれば「啓蒙主義」は「素朴な自負に基づいて自らの尺度を絶対的な唯一の妥当で可

能な規範にまで高めてそれであらゆる歴史的過去を裁断した」74という非難を受け続けて

きた。それはr自由」という名のもとでのr悟性と意志の一致」の「全体」的なr強制」に

他ならない。そして二つの世界大戦を経験した20世紀の批判の中で、r啓蒙」は全体主義

的な社会、r恐怖の世界」をもたらしたものと名指しされることになる。75

 しかしルソーについて言えば、彼が自由の強制という逆接について、彼の信奉者ほどに

無自覚であったとは考え難い。先の引用の部分についてみても、ルソーはr立法」過程を

めぐる逆接を殊更あからさまにしている。そしてルソーの批判的継承者でもあるカントは

明らかにルソーが明示した「立法者」問題、啓蒙の逆接を意識している。「啓蒙とは何か」

ではその冒頭で教導の構造を覆す定義が示され、その構造への批判が展開されていく。

 続く部分でカントは、牧人の比楡を用いながら、自立を妨げる「後見人達」の「周到な

手配」に触れ、それこそが大多数の人々が「成人に達しようする歩み」自ら考え判断する

営みを、r煩わしいばかりでなく極めて危険であるとさえ思いなしている」理由であると述

べている。（V皿35〕牧人の比楡は言うまでもなく、キリスト教的な社会文化的伝統の中では

固有の関係を示す。それは教会一国家と臣民との関係とも重なる。
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 「さまざまな制度や形式は、人問の自然的素質を理性的に使用する、というよりむしろ誤用するように

それを規定する機械的な道具である。そしてこれらの道具こそ、実は未成年状態をいつまでも存続させ

る足枷なのである」（V皿36）

 カントの批判は、フーコーの権力批判の問題に連なる。「理論と実践」の中では同様の

問題を、公法と国家をめぐる文脈の中で次のように批判している。

 「国民に対する好意の原理（いわば子供達に対する父としての）に基づいて設立されているような政府

は、家父長的政府（inperiumpatemale）と呼ばれる。それだからかかる政府においては、政府に従属す

る国民は、自分たちに何が真に有益であり、また何が真に有害であるかを区別できない未成年の子供同

然であり、どうすれば幸福であるべきかという方法については、国家主権者の判断を待ち、またこの主

権者が何を欲しようとも、彼の親切に期待してひたすら受動的態度をとるより他はない。このような家

父長的政府は、およそ考えられ得る限り最大の専制政である。（従属する国民の一切の自由を奪うよう

な＝統治組織であり、そうなると国民はいささかの権利も所有しないことになる。）」（V㎜290－291）

 教導と従属への批判は、来るべき「革命」に対しても向けられる。「後見人」構造の批判に

続く部分でカントは述べている。

 「革命に依って、恐らく個人的な専制政治や、利欲或いは支配欲による圧制は、確かに廃棄できるだろ

うが、しかし人間の根本的な考え方の革新は、決して達成され得るものでない。そして新しい先入見が、

無思慮な大衆を引き回すための手綱にな＝るのは、1日い先入見とまったく異なるところがないであろう。」

 （V皿36）

 啓蒙＝自己啓蒙論は、カントにおいては、家父長制・国家一教会的支配そして「革命」を

も貫く教導・領導の構造への批判を起点として展開される。

啓蒙のプロセスと批判的公共性

 カントは再生産される構造、その呪縛をどのように越えようとするのだろうか。カント

の戦略は、冒頭部分にすでに顕れている。啓蒙の主体は「導き手」から公衆自身へ、啓蒙

は「自己啓蒙」へとあらかじめ転換された形で論が説き起こされ、そこから「後見人」に

よる領導の構造の批判が展開されていく。主体の転換は、そのr方法」の転換76と相即す

る。カントは次のように答えている。

 「ところで一個人でなく一公衆Publi㎝mが自分自身を啓蒙するとなると、そのほうが却って可能なので

ある。それどころか彼等に自由を与えさえすれば、このことは必ず実現すると言ってよい。（中略）こ

のような啓蒙を成就するに必要なものは、実に自由にほかならない。しかもおよそ自由と称せられるも

ののうちで最も無害な自由一すなわち自分の理性をあらゆる点で公的倣〃舳に使用する自由である。」

 （V皿36）

 ここで、カントの言うr理性の公的使用」とはr或る人が学者として、一般の読者全体

の前で彼自身の理性を使用すること」を指し「理性の私的使用」とは「公民として或る地

位もしくは公職に任ぜられている人」が「その立場においてのみ彼自身の理性を使用する

こと」である（V皿37）。カントの公私の区分はここでも通念とはかけ離れていて読者を困惑

させる。カントにおける公とは国家ではなく国家の正当性をも問う開かれた公論圏を意味

し、そうした批判によらず国家の官吏としての役割に制約された思考は「理性の私的使用」

であるとしている。後者は制限されるが前者、「全公共体」「世界公民的社会の一員」とし

てr本来の意味における公衆一般に向って、著書や論文を通じて自説を主張する学者の資

格」において論議する（W37）自由は制限されてはならない。

 なお、ここで学者と訳されているGe1eh血erは、職業的な学者を意味するものではない。
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続く部分では軍人の例が示されている。

 「上官から、何か或ることを為せ、と命じられた将校が、勤務中にも拘らずその命令が適切であるかどうか、或いは

有効であるかどうかなどとあからさまに論議しようとするなら、それは甚だ有害であろう一彼はあくまで服従せねば

ならない。しかし彼が学者として、軍務における欠陥について所見を述べ、またこれらの所見を公衆一般の批判に供

することを禁じるのは不当である。」（W37）

 Ge1e㎞erとはこの文脈では「所見を」「公衆一般の批判に供する」人、パブリックなコ

ミュニケーション空間において責任ある判断・批判を表明する（書き表す）人を意味する。『純

粋理性批判』の最終部においてカントは「理性は、専制君主的な権威を持つものではない。

理性の発言は、常に自由な国民の一致した意見にほかならない。そして国民一人ひとりは、

自分の懸念を時それどころか各自の拒否権をすら揮ることなく表明し得なければならない」

（皿484）と述べているがGe1e㎞eとはそうした意味でのr理性の発言」の主体、r国民一

人びとり」に他ならない。

 しかし、このカントの提起はこれまでしばしば「啓蒙」の通念、「導き手」と「国民」

の主客の図式、教導の構図に還元されて捉えられてきた。たとえば、rカントによれば、す

でに啓蒙された人々、すなわち啓蒙状態に達した人々に、自らの文筆を通した自由な発表

の機会を保障することとにより、おのずと社会の啓蒙は進んでいくという」77といった理

解に見られるように。そこでは啓蒙の常識的な用法に囚われて、主体・主語が自己啓蒙し

つつある公衆自身から「すでに啓蒙された人々」へと無自覚に引き戻され、教導の構図に

還元されて理解されている。理性を偶像化する独断論も、その偶像破壊を事とするハーマ

ン79からポストモダンに至る理性への懐疑論も同じ構図に囚われ続けている。

自己立法への企図

 公衆自身がそれぞれ自らの（当然限界ある）思考と意見を公的なコミュニケーション圏にお

いて表明し、それらが戦わされ相互的な批判を通して省察が進んでいくプロセスをカント

は啓蒙の核心においている。『純粋理性批判』（1781）から最晩年の『学部の争い』（1798）

に至るまで、カントの問いは一貫して宗教・法、そしてそれらに支えられた国家の正当性

への批判と、その公的なコミュニケーションを通じての再構成の展望に向けられている。

G．H．ミードの析出79に依るなら、それは、人間が自己立法の主体となる可能性をめぐって

展開されている。「啓蒙とは何か」においても、カントは教会の問題を論じた後で最後に啓

蒙への問いを国民と「立法」の問題に結びつける。宗教同様、「立法に関しても国民が彼等

自身の理性を公的に使用して、法文の改正について彼等の意見を発表したり、また現行法

に対する率直な批判をすら公的に世に問うこと」、その自由を請求してカントはこの小論を

閉じている。自己啓蒙・成人性への問いは、批判的公共性と国民の自己立法への企図と繋

がっている。

時間展望の転換

 カントの啓蒙における主体と方法の転換は、その自己啓蒙とコミュニケーションの過程
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をめぐる時間展望の転換を前提にしている。「すでに啓蒙された人々」という把握、「導き

手」「立法者」という主体の把握は、過去に啓蒙が成就された状態が存在したことを想定し

ている。「原契約」を主張する「社会契約論」あるいは望ましい「原初状態」や「原始共産

制」を措定する社会理論もまた、直近の過去＝現状の秩序を否定しようとする際により古

い伝統、始原に正当性を求めてきた。そしてその限りにおいて、より古いものに正当性求

める神話的、家父長的な秩序意識に囚われ、あるいはそれを利用し続けている。私たちが、

既に存在する社会秩序の中に子どもとして生まれ育つ限り、共同社会の秩序の根拠が生ま

れる以前の世界、過去にあると「実感」するという事態は動かしようのない発達的な必然

である。家父長制・宗教・法そして国家の秩序はそうした成長過程に必然的な「実感」、そ

して、基本的信頼に深く根ざし、再生され続けている。

 しかし実際の学習と成長のプロセスを省察するなら私たちが、切実ではあってもより狭

い実感から、経験を重ね曲折を経ながら徐々に後成的に認識を形成していくこともまた疑

いない現実である。探究とコミュニケーションを介して既存の通念が覆され乗り越えられ

ていくことも私たちは経験している。とりわけ所記化された知の営みは個人の認識を越え

時空を越えた経験のコミュニケーションと共有の可能性を導く。カントに先行する二世紀

は印刷技術の発展を通して知の交流と革新が飛躍的に進んだ時代でもあった。そこに生ず

る素朴な理性信仰とそれへの不安と懐疑を踏まえて「理性批判」は展開される。

 カントの批判においては正当性の根拠はr過去」の一回限りの啓示や契約・出来事から、

将来にわたって不断に再構成され続ける批判・省察とコミュニケーションのプロセスに転

位される。そうしたプロセスの不断の展開、その自由こそが社会契約を奴隷契約と分かっ

徴表であり、その正当性の根本条件として位置づけられる。r啓蒙とは何か」の後半部、

教会の問題を論じた部分ででカントは次のように断言している。

 「私は言おう。人類がこれからの啓蒙にあずかることを永久に阻止するために結ばれるような契約は絶

対に無効である。よしんばその契約が最高権力者により、国家により、また極めて厳粛に締結された平

和条約によって確認せられようとも、それが無効であることには変わりがないと。一の世代は、それに

つぐ時代の認識（特に、かかる極めて切実な）を拡張し、この認識に含まれている誤謬を除き、また一

般に啓蒙に関してかかる認識を進歩せしめる等のことを不可能にせざるをえないような状態に、次代を

陥れるような制度を協約したり宣言したりすることはできな＝い。そのようなことは、人間の本性に対す

る犯罪であるといってよい。」（V皿38）

 過去、始源に真理の啓示があったと信じることによって、また現在のより多数が認めて

いることによって正当性を主張するのではない。将来の主体・次世代をも含むより多くの

人が批判と省察を重ねそれによって常に認識が再構成され続け行くコミュニケーションの

時空、その展開に開かれていることによって、またその条件を拡大し続けることによって、

そこから閉ざされた認識、それを抑止する制度よりも正当性が高いと主張するのである。

ある時点の認識は、つねに日付つきの暫定的な到達点であり、後のより積み重ねられた経

験とその省察と批判を促す礎となる。もちろんそれはその後代の認識が頂点に達している

と自惚れることを肯定するものではない。それ自体もさらに積み重ねられた経験と省察に

よって乗り越えられていく。
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 したがってカントにおいてはすでに啓蒙された状態、啓蒙された者は存在しない。つね

に自己啓蒙し続ける存在、啓蒙途上の時代があるのみである。このテキストの最終部でフ

リードリッヒの時代をカントはそのように意味づける。それは彼の意味でのr啓蒙」、そし

てその理念をめざす「近代のプロジェクト」がプロセスとしてしか存在しないこと、未完

であり続けることを意味している。世界が完結していると誤認しない限り、カントの哲学

は、フーコーの言うようにアクチェアリティーの哲学、現在の哲学であり続ける。

 「啓蒙とは何か」の行諭を辿り啓蒙の主体・方法・そして時間展望の転換を確認してき

た。成人の自己啓蒙と公共性は批判の不断の展開過程であり、それらは同時に法に象徴さ

れる社会秩序の正当性の根本的な拠り所として位置づけられている。

 戦後日本の社会教育研究において、自己教育は、法との関係については、もっぱら法に

よって保障されるべき個人の権利の問題として議論されてきた。その底には未だ国家と国

民との牢固とした枠組みが横たわっている。しかし、民主制において構成員の自己教育と

批判的公共性の深化と拡大は、法の正当性の根拠であり、それを保証するものでもある。

日本の自己教育の歴史的な展開、そして現在の自己教育の実践をそうした視点から問い直

していくことが求められよう。根本法の正統性が改めて問われている時だけに、より深い

歴史的省察とより長い展望が求められる。自己教育への問いをそれに堪えるものとして再

構成し続けていくことは私たちの責務である。
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26 ?ｴ繁『フィヒテの政治哲学』，岩波書店，1959，同『政治理論史』東京大学出版会，1962，同『政治哲学序説』（曙作剰

 5．1973）最後の著作『政治哲学序説』最終部でも南原は「永久平和の理念」を改めて提示し，（pp435－439）嘔家と宗椥

 3章の参照を求めている．

27 ﾛ山真男「南原先生を師として」（『国家学会雑誌』88（7・8）1975，7，）福田歓一「南原繁先生の学的生涯」（福田歓一編

  臓治思想における西洋と日本』下，東京大学出版会，1961）福田歓一『丸山真男とその時代』岩波書店，2000．

28{田光雄「南原繁と『国家と宗椥」（『中央公謝82巻11号，1965．11），A此ewF．Barshay，∫伽e口”〃〃e〃eα胴∫i〃

 伽ρer加〃ψm，TheUniΨofCa脆miaPress，1988，（宮本盛太食艦訳『南原繁と長谷川如是閑』ミネルヴァ書

 房，1995），杉田孝夫「南原繁とフィヒテ」（『フィヒテ研知第2号，晃洋書房，1994），鈴木規夫「世界性のく東洋的還元と日

 本イレ刎立椙一南原繁「国家と宗教」を読む」（『現代思想』23－1O，1995．10），加藤節『南原繁』岩波書店，1997，加藤節「丸

 山真男と南原繁」（『思㌧卸No．888．1998．6）本田逸夫「南原繁思想史論の批判と継承」（『政治研究』No．49．2002．3），同「南

 原繁のナチズム批判」（宮田光雄・柳父回近編『ナチ・ドイツの政治思想』創文堂2002．7），苅部直「平和への目覚め一南

 原繁の恒久平和論一」（聴想』No．945．2003．1）．

29 ?ｴ繁，天野貞祐，安倍能成等，戦後教育改革の担い手とカント研究の関わりは深い一

ヨ。1章は「プラトーン復興と現代国家哲学の問題」（『国家学会雑劇50－9．1936．9），2章は「基督教の『神の副とプラト

 ンの国家理念（一）（二）」（『国家学会雑誌』51－1O，11．

1937．1O，11）に基づいている．

31E，Sahn，P’”o〃“n4励egれecみる。加σ如ρ加，1921．

ヨ2この時期法学部は天皇機関説事件をはじめ国家主義的批判に晒される．津田左右吉の事件等も含め嘔

 顧録』（前掲），E．Barshay，1988（前掲）を参異民

33汢{問題が否応なく介在する．42年版には検閲を意識したと見られる語句の修正の跡も存在する（註47

 参照）、同書の校正に直接携わった丸山真男の証言が『回顧録』の中にある（pp．150－154）．

3446年の増補版の本文は42年版に準じているが，58年の改版にあたっては新仮名遣に変更され表現も改められる．72年

 の『著作集』は58年版に基づく．

35H．Ar㎝dt↓e伽燗θ〃κm必Po〃jo〃P〃伽ψ妙，TheUniv－ofChicagoP爬ss，1982，pp，7－10（浜田義文監訳，法政

 大学出版局，1987，pp．3－8）■Harb6mas，∫榊肋舳〃伽倣〃伽肋2打，HemamL皿。hterh㎝¢1962，S．127価（細

 谷貞夫訳，未来社，1973）

ヨ6『正義制の序でロールズは「そこから帰結する理論は本質において極めてカント的である」と明記している．（ノ耽。ψ

 ψJ〃∫〃。e，H舳erdUniv－Press，1971，p，xi，矢島鉤次監訳，紀伊国屋書店，1979），また「正義におけるカント的解知の

 節では「彼（カント）の思、憩の全体像を見失ってはならない」と述べ「全体としてのカントの道徳論」の把握の困難さと重

 要性を指摘している（p，221）．後の“KantianC㎝stmctivisminMora1Theo町”，力〃舳’ψP舳。岬妙，77．1980や

 工ec伽燗。〃加κね他ワψmo〃ρ〃。sψ似Hm個rdU皿iwPress，2000ではより詳細にカントのテキストに即した

 検討が示されているが，『人倫の形而上学の基礎付け』の検討に重点が置かれており，その点でも南原のカント論と重な

 る。

37I．M如s，Z〃〃炊肋舳g伽D舳。伽”je肋eo池，S皿hrkamp，1992（浜田義文他訳，法政大学出版局，1999），

 R．Bei皿er，et a1人口〃＆戸。〃た〃〃’’050p妙，YaIe UniYP爬ss，1993，KFliksch皿h。κo〃maMb此m戸。〃たα’

 P〃’ωoρ妙，CambridgeUniv．Press，2000．

珊註44参照、

39I，Kmt，G㎜肋榊〃gz〃Meゆ伽批aeパm舳人α舳g舳mme〃e∫c伽伽〃κ385－464．南原はFelixMein6r版を
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 用いている（131）が本論におけるカントの著作に関する引用や参照箇所の指示はアカデミー版カント全集の巻数（ロー

 マ数字）と真数による．

40moralischesGesetz，si制ichesGesetzはカントの邦訳においては大正期の岩波版全集以来南原を含め近年の研

 究（例えばカント研究会編『自由と行為』晃洋書房，1979，宇都宮芳明『カントと神』岩波書店，1998，保呂篤彦『カント

 道徳哲学研究序謝晃洋書房，2001）に至るまで「自然法則」との対で「道徳〔的）法則」という訳語が定着している．し

 かし法則という訳は，法・法徹Gesetz），自己立法（Se1bstgesetzgebenW431）との連関を見え難くしている．

41 烽､一つの命法（「汝の行為の格率が汝の意志によって，あたかも普遍的自然法則となるであろうように行為せよ」1V

 42I）の位置づけ方によって四つとも数えうるが，カント自身は三つの「原理」として整理している（1V

 431）。

柵片木清『カントにおける倫理・法・国家』法律文化杜1980，I．マウス（前掲）を参照．

43『純粋理性批判』1版（1781，1V）序言の言葉はカントの「批判」の企図を明示している、「現代は，まことに批判の

 時代であり，一切のものが批判を受けねばならぬ．ところが一般に宗教はその神聖によって，また立法はそ

 の尊厳によって批判を免れようとする．だがそれでは宗教にせよ立法にせよ，自分自身に対して疑惑を招

 くのは当然であり，また理性がその自由率直な吟味に堪え得たところのものにのみ認める真正な尊敬を

 要求することができなくなるのである．」（w9）

441789年，国家学者のユング＝シュティリングに宛てた書簡の中でカントはr本当の問題は，市民社会をす

 でに前提にした上で，もろもろの法律はどのように立てられるべきか」であるとし，立法の四つの原則を

 示しているが，内容は前述（本文pp．1O－11）の格率と重なっている（XI10）．自己立法という論点に関わっ

 てG．H．ミードはそれをカント哲学全体の主題としてとらえカントを「革命の哲学者」と性格付ける

 （G．旺Mead，Mbwm舳ψmo〃g〃加σゐeMm胞e〃肋Ce舳ワ，Uni“ofChicagoP爬ss，1936，魚津郁夫他訳，講談

 社1994）．カッシーラーもカントがルソーの主題を引き継ぎ「人類の最大の課題」を「法が普遍的に支配す

 る市民社会の形成である」ととらえていることを強調している（E．カッシーラー『ジャン＝ジャック・ルソー

 問題』（1932）生松敬三訳，みすず書房，1974，p．52）．

45「道徳性の本質はそれゆえ，あらゆる行為が，それによってのみ目的の国が可能である土法ぺ三曲糸手え

 ことの中に存する」（lV434）（傍点引用者）、

46 ��ｹ一「自己教育・成人性・批判的公共性一「啓蒙とは何かをめぐる考察・」，大槻宏樹研究室編『社会教育の杜』成文

 堂2003．

4727年版では「純粋共和的国家」（吉野作造編，前掲p．554）となっている箇所を，42年版では（おそらく検閲を

 考慮して）「カントの意味する」と補足し原意を示唆しつつ「純粋立憲政の国家」と言い換ている。戦後の

 諸版でも，42年版の表現が踏襲されている。

48「四月十九日 春ま昼たちまち高射砲のみだれうっ音底ひびき家居りがたし」1947．4．19，南原繁『歌集形

 相』，曙乍集』6，p．389．

49J．Habe㎜as，1962，柳沢昌一「公共性と教育をめぐる問題の歴史的再構成のため」社会教育基礎理論研究会編騰書生涯

 学習』雄松堂1990．

50I．H．Fichteぷe伽m伽伽腕〃eM刎io〃，1808，肋〃e∫脆rκe泌大津康訳，岩波書店，1928，

 I．H．Fichteρe〃。か胞r〃me’ηermβθr伽m鮒肋佗〃d醐ゐδ加用五e伽〃m3〃41807，肋〃es脆加肌梅根悟

 訳，明治図書，1970、

引長野師範研究学級の実践を伝える淀川茂重『途」」はその到達点を示す．戦後版の序で淀川は新教育押しっ

 け論に対しrそうは思わない」としr理由は本書が明確にこたえるであろう」と述べている．

52パースは純粋理性批判を起点とし，初期のデューイもカントの心理学をテーマとしている．国家の枠に囚

 われずに方法と主題の脈絡を迫るならカントとプラグマティズムの繋がりは歴然としている．

53
ｻの限界は戦後改革における教養親・学問観そして教師教育をめぐる議論にも作用している。
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54目1abemas㎜dD冊ida，Nachdem㎞eg：DieWiedergeb皿血Eumpas，伽〃柳榊〃g舳e加菖昭舳mg，2003．5．

 31、（瀬尾育全訳）『世界』2003．8，pp．86－93．

55 {稿は「自己教育・成人性・批判的公共生「啓蒙とは何かをめぐる考察」として大槻宏樹研究室編『社会教育の杜』

 成文堂，2003に収録された論稿に補足したものである。

55
i血rg㎝Habemas，舟kem血ismdInte肥sse’，in：伽励批mam∬舳。ゐψσゐ＞肋。’og1eく，

 Su㎞kamp，1968，s．164，宙nige Schwi6rigkeit6n b6imVεrsuch，Theorie und P胞xis㎜vemitteIl’，in肋eorje ma

 Prαcπな，1971，s．23．

57Immanuel Ka叱泊舳two伽ngderFrage：Was istAufk崎mnざ ，i皿3e〃加∫c加Mbηo触。加荻4，〃84’48J－494

 Km応ge螂αm榊〃“c伽卯ε肌〃m33－42．（篠田英男訳，岩波文庫版，1974，小倉志祥訳，理想杜版全集13．1988，

 福田喜一郎訳，岩波書店版全集14．2000を参照した）以下カントの著作からの引用箇所の指示はアカデミ

 一版カント全集の巻数（ローマ数字）とへ一ジ数による。

58附g㎝Habemas，∫舳肋〃肋肋r倣〃た肋e〃，1962，柳沢 昌一「公共性と教育をめぐる問題の歴史的

 再構成のために」（社会教育基礎理論研究会編『叢書生涯学習W』雄松堂，1990．

59J㍍ge園Habemas，Mit demP危il Herz d鉗Gegenw帥Zu Foucaults Vorlesung Ob6r Kmts Was istAu肢1欲㎜g．

 肋D；e地mω肋e附た〃3c肋m〃98王 （河上倫逸監訳『新たなる不透明性』、松籟杜．1995）「1983年3

 月にかれは、200年前に出た論文「啓蒙とは何かという問いに答えて」について議論するために、1984

 年秋に、数人のアメリカ人の同僚とも一緒に集まって内輪の会議をしようという提案を私にした。当時

 私はフーコーがまさにこのテーマについておこなっていた講義のことはなにも知らなかった。私は当然

 この招待を、一いわば近代の哲学的ディスクルスを開始したテキストから出発して一近代のさまざまな

 解釈にうちて（湯へ一ル・ドレフェス、リチャード・ローティ、そしてチャールズ・テーラーらととも

 に）議論しようではないかという誘いとして受け止めていた。しかしもちろん私がこの違いに気づいた

 のは、今年の5月にフーコーの講義の抜粋が出版されてからのでことである。そこに登場するのは、r言

 葉と物」で知られている認識批判者としてのカントではない。つまり、有限性の分析によって人間学的

 思考と人間科学のへの扉を開いたカントではない。この講義でであうのはもうひとりのカントである一

 つまり青年へ一ゲルはの先駆者であり、はじめて形而上学の遺産と本気で手を切り、哲学を真なるもの

 や変わることなく存在するものから切り離し、そしてそれまで哲学者たちが、非概念的で存在しないも

 の、まったく偶然的で移ろいやすいものとしてしかみなしていなかったものに思考を集中した者として

 のカントが登場するのである。フーコーはカントの中に同時代者を発見している。すなわち、秘教的な

 哲学を、歴史的瞬間の挑発に応える現代批判へと転換させる者を発見しているのである。「啓蒙とはな

 にか」という問いへのカントの答えのなかに、フーコーは、へ一ゲル、二一チエそしてマックス・ウェ

 ーバーを経てホルクハイマーとアドルノに至る、rアクチェアリティーの存在論」の発端を見ている。

 驚くべきことにフーコーはこの講義の最後の文章で、自らをもこの伝統のなかに加えているのである。」

 （『新たなる不透明性』pp．172－173．）

601990年代のdeubreativedem㏄mcyをめぐる議論の展開の中でカントは改めて主題的に論じられる。

J㍍g㎝Hab6masρ〃肋ez肋mgdωα〃伽鮒∫m肋enz〃ρo〃11∫cゐmme〃1e，1996，I㎎eborgMausZ〃

 ノ砂’δ〃〃9der Dθmo伽αガeゴ〃eoれe，1992．

6三J耐genHabemas，〃eMb伽m一痂e舳。∫∫舳由e∫P吻e泓P〃。∫op伽。卵。伽sc加ノψ批ze

 ∫977＿’990．’990．

62Mich61Foucault，℃n co㎜rs inedit－inMαgm肋e〃柳α加1984．5，‘肌。舳肋’妙物m刎グinPau1Rabinow

 ed．，τ1晩e月。〃。α〃〃Reαdeη1984．

63
lich61Foucault，m”ゐ励〃g〃e〃me〃7，op．cit，科

641949年5月7日、参議院文部委員会での社会教育法案提案理由の説明の中で、高瀬文部大臣は「元來
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 社会教育は、國民相互の間において行われる自主的な自己教育ではありますが、教育基本法第七條にも

 ありますように、一面国及び地方公共團体によって積極的に奨励されなければならないものでありま

 す。」と述べている。（国会会議録による）

65將??Y『社会教育法解説』社会教育図書，1949，小川利夫『社会教育と国民の学習権』，動草書房，1973，福

 尾武彦『民主的社会教育の理論（上・下）』民衆杜，1976，藤岡貞彦『教育の計画化』総合労働研究所，1977，

 鈴木敏正『自己教育の論理』筑波書房，1992，社会教育基礎理論研究会編『叢書生涯学習』全10巻，雄松

 堂，1987－1993，

66ｴ田彰「『自己教育』概念の検討」『日本社会教育学会紀要』No．I3．1977，千野陽一「社会教育民主化の

 理論」（五十嵐顕・城丸章夫編『講座日本の教育9社会教育』新日本出版，1975、村田晶子「自己教育概

 念史の問題構成」（社会教育基礎理論研究会編『自己教育の思想史』叢書生涯学習，雄松堂，1987．

研大槻宏樹編r自己教育論の系譜と構造』早稲田大学出版部，1981，『自己教育の思想史』前掲．

68ﾂ原助市『批判的教育学の問題』東京宝蔵館，1922，土田杏村「社会教育学概論」（『土田杏村全集』第8

 巻，第一書房，1934），川本宇之介『社会教育の体系と施設経営（体系編・経営編）』最新教育研究会，1931

69pN・t岬，∫・カ〃肋g・飲助…1ε伽肌〃舳励伽・g砂ゐ・G舳伽g・伽G・m・加∫・〃ψ，1899．

70?j会とベルリン月報についてはG血nterBe血ish， “eBerli皿We㎞es曲yS㏄i耐，inJames Schmidte吐

 肌刎1s励∫妙伽m〃9，UniversityofCa脆miaPress，1996に詳しい。

 他にこの経緯に言及しているものとして、エルケンバルト・ヴァイグル『啓蒙の都市周遊』岩波書店，1997，

 西村稔『文士と官僚一ドイツ教養官僚の淵源』木鐸杜，1998等がある。

 一連の経緯はおよそ次のようにまとめられる。

 1984年4月、ベルリン月報に匿名の論文「思想の自由、主大案の自由について一君主・大臣・文筆家

  に向けて」が掲載される。

 1783．9 ピースター「啓蒙された者にとってはセレモニーは一切必要ではない」

 1783ツェルナーr婚姻締結を今後協会によって裁可することは得策か」

  「啓蒙とは何か」、この問いは、「真理とは何か」とほとんど同じくらい重要であるから、啓蒙を始め

  る前に十分に応えられてしかるべきであろう。そして私はその答えをまだどこにも発見できないの

  である。

 1783年12月17日、メーゼン「同胞の啓蒙のために何をなすべきか」

 メンデルスゾーン「啓蒙とは何かという問いについて」

711783年12月17日の水曜会におけるJ．KWMOhs㎝の講演の中で、啓蒙をめぐる五つの問いが示されて

いる。肌WMδhs㎝’WhatistobedonetowardtheEnlighten・mentofth6citizen｝inSc㎞idt6吐。p．cit

72 fィドロr序文」r百科全書』（桑原武男訳編，岩波文庫版，p．97）
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